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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託 送 供 給 約 款 
 

 

＜需要場所で払い出す託送供給＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年12月24日 
 

 

北日本ガス株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託 送 供 給 約 款  

 

 

＜需要場所で払い出す託送供給＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年4月1日 
 

 

北日本ガス株式会社  
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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

 

付  則  

１．実施期日 

この約款は、令和 2年 12月 24日から実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  則  

１．実施期日 

この約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施いたします。なお、令和 3 年 4 月 1 日を含

む料金算定期間の料金は、この約款によります。 
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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

（別表第４） 料金表  

 

 託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、３（33）の境界における圧力が 0.05ＭＰａ未満の

場合〔２部料金〕、0.05ＭＰａ以上の場合〔３部料金〕を適用いたします。 

〔２部料金〕 

１．適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから２０立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が２０立方メートルを超え、８０立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。 

料金表Ｃ ガス量が８０立方メートルを超え、２００立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。 

料金表Ｄ ガス量が２００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｅ ガス量が５００立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき             703.80円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき              59.10円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 1,000.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 44.29円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 1,200.00円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

（別表第４） 料金表  

 

 託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、３（33）の境界における圧力が 0.05ＭＰａ未満の

場合〔２部料金〕、0.05ＭＰａ以上の場合〔３部料金〕を適用いたします。 

〔２部料金〕 

１．適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから２０立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が２０立方メートルを超え、８０立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。 

料金表Ｃ ガス量が８０立方メートルを超え、２００立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。 

料金表Ｄ ガス量が２００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｅ ガス量が５００立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき             703.80円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき              58.06円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 1,000.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 43.25円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 1,200.00円 
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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 41.79円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 2,400.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 35.79円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 4,000.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 32.59円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 40.75円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 2,400.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 34.75円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 4,000.00円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき 31.55円 
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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

〔３部料金〕 

７．適用区分 

料金表Ｆ 個別契約で定める契約年間使用量が０立方メートルから１００，０００立方メート

ルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｇ 個別契約で定める契約年間使用量が１００，０００立方メートルを超え、５００，

０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｈ 個別契約で定める契約年間使用量が５００，０００立方メートルを超え、１，００

０，０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｉ 個別契約で定める契約年間使用量が１，０００，０００立方メートルを超え、５，

０００，０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｊ 個別契約で定める契約年間使用量が５，０００，０００立方メートルを超える場合

に適用いたします。 

 

８．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 10,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 40.00円 

 

９．料金表Ｇ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 30,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 21.00円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

〔３部料金〕 

７．適用区分 

料金表Ｆ 個別契約で定める契約年間使用量が０立方メートルから１００，０００立方メート

ルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｇ 個別契約で定める契約年間使用量が１００，０００立方メートルを超え、５００，

０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｈ 個別契約で定める契約年間使用量が５００，０００立方メートルを超え、１，００

０，０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｉ 個別契約で定める契約年間使用量が１，０００，０００立方メートルを超え、５，

０００，０００立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｊ 個別契約で定める契約年間使用量が５，０００，０００立方メートルを超える場合

に適用いたします。 

 

８．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 10,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 38.57円 

 

９．料金表Ｇ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 30,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 19.88円 
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現 行 託 送 供 給 約 款 備 考 変 更 後 託 送 供 給 

１０．料金表Ｈ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 50,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 18．40円 

 

１１．料金表 I 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 80,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 16．44円 

 

１２．料金表Ｊ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 100,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 11.07円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更  

 

１０．料金表Ｈ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 50,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 17.71円 

 

１１．料金表 I 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 80,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 15.84円 

 

１２．料金表Ｊ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき 100,000.00円 

（２）流量基本料金 

1立方メートルにつき 500.00円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき 10.62円 

 

 

 


